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恵　　庭　　市

令和８年３月

恵庭市農福連携による障がい者等就労促進ネットワーク

（恵庭市農福連携ネットワーク）

恵庭市農福連携成功事例集
（作業工程マニュアル）

令和7年度追加版
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進化した苗箱洗い ・・・・・・・・・・・・・・・・2

根切りネットの片づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・4

目次

農福連携型（通い型）

令和７年度追加版の発行にあたって
恵庭市では、この「恵庭市農福連携成功事例集」（以下、事例集）を平成30

年度に初版を発行しています。この初版で掲載した事例は、ピーマンの定植や小

松菜の収穫など13事例でした。それが、令和元年度版では22事例、令和2年度版

では29事例と徐々に掲載事例が増えてきました。また、令和3年度からは、追加

版として新たな事例を追加して、合計41事例を掲載するまでに至りました。

これはひとえに、農業関係者、福祉関係者がそれぞれの取組みを継続してきた

ことによって、恵庭市での農福連携が推進されてきたものと考えられます。

この度の令和7年度追加版では、新たに確認できた2事例を掲載しています。

これまでの事例集と合わせてご覧いただき、地域における農福連携の取り組み

の際にご活用くだされば幸いです。

組みの継続により、
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パターン１【通い型】 ファームこでら×ぐろーあっぷベースやまびこ事例

田植えと平行して行う後片付け作業。苗箱は土が乾く前に用水路で洗

い落とし、破損したものを除き２０枚ごとに紐で結び、横にして水切り

する。利用者２名で１人当たり２時間程度で洗い終える。箱を結ぶのが

少し難しいため職員が手助けを行う。

これまでは中腰となり、用水路で直接洗い落としていたため体力的に

大変だったが、専用の洗浄機を導入したことで、少ない労力でより効率

的な洗浄が可能となった。晴天の日は、適宜休憩を取りながら、水に触

れて気持ち良く作業を行っていた。

↑こちらから

動画がみられます

あらかじめ専用の洗浄機のサイズに合わせて切り抜いた

パレットに洗浄機をセットする
↑以前は用水路で直接手洗い

をしていた。
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※作業分析は令和７年度時点の参考情報であり類似作業の基準となるものではありません。

用水路の水を使って、専用の洗浄機で苗箱を洗う

作業工程

■作業時期 ５月下旬

■難易度 やさしい

■障がい種別 知的・精神

★箱を結ぶのがむずかしい

作業分析

■区分 歩合

■工賃 １００円／束

作 業 時 期

凸部が同一になるように重ねる ２０枚１束となるようにする

紐で結び水がきれるように横にしておく ３～４段程度に積み上げる

１

2 3

4 5

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
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パターン１【通い型】 ファームこでら×ぐろーあっぷベースやまびこ事例

田植え前のイネの苗を育てる際に苗箱の下に敷く根切りネットの片づけ

を行います。ネットを乾燥させてから、ネットに付着した草や土などをほ

うきや手を使って落とし、キレイにする。１本の片づけで２時間程度の作

業となる。

当初は地面に広げたネットから草や土などを除去していたが、ハウスの

ビニールを巻き取るロールに巻き付けて、空中で作業を行うことで、効率

的かつ多くの方が携わることが可能となった。

↑こちらから

動画がみられます

ネットに絡まった草の根を取るのは一苦労です

が、器具や知恵を使ってより効率的に作業を行

います。
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※作業分析は令和７年度時点の参考情報であり類似作業の基準となるものではありません。

ネットを広げて付着した草を手やほうきを使って

取ります。

作業工程

■作業時期 ６月下旬

■難易度 普通

■障がい種別 知的・精神

★ネットを破らないよう注意。判断力が必要。

作業分析

■区分 歩合

■工賃 ３,０００円／本

作 業 時 期

手を伸ばしてエイヤー！ 草を取っては巻き取る作業を繰り返します。

ハウスのビニールを巻き取る器具を使ってキレイ

に巻き取ります。
作業が終わったネットを納品します。

１

2 3

4 5

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
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発行 恵庭市農福連携による障がい者等就労促進ネットワーク

（恵庭市農福連携ネットワーク）

編集 恵庭農福連携ネットワーク事務局

恵庭市 保健福祉部 障がい福祉課

〒061-1498 北海道恵庭市京町1番地

TEL：0123-33-3131（内線1215）

FAX：0123-33-3137

恵庭市農福連携成功事例集

令和７年度追加版

平成３１年３月 初版発行

令和 ２年３月 改訂版発行

令和 ３年３月 改訂版発行

令和 ４年３月 追加版発行

令和 ５年３月 追加版発行

令和 ６年３月 追加版発行

令和 ７年３月 追加版発行

令和 ８年３月 追加版発行
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令和 7 年度 第 1 回恵庭市農福連携収穫体験会 概要報告書 

 

日 時：令和 7 年 9 月 22 日(月) 10：00～11：00 

会 場：道央農業振興公社 圃場 

参加者：就労継続支援 B 型事業所 WAKUWAKU 7 名(職員 4 名、利用者 3 名) 

 

２．作業体験 

【ビニールハウスにてきゅうりの収穫】 

 

                      道央農業振興公社担当者より、 

                      きゅうりの育て方や収穫の方法等 

                      を説明していただき、ハウス入場。 

 

  

 

 

 

 

収穫適期（長さ 19～２２ｃｍ、重さ 

８０～110ｇ）の見本を確認しながら 

収穫を行った。 

 

 

 

 

 

【公社にて、農福連携における各作物の作業内容等を説明】 

 近郊の作物について、農福連携の 

                     別の作業内容を具体的に説明。 

                     ピーマンやなす、トマト、きゅうり、 

                     エンドウ、インゲン等で、作業の多く 

                     は、収穫やへた切り、選別等で除草に 

                     携わることもあると。 

                     参加者から、「いろいろな野菜を収穫 

                     してみたい」「種まきをしたい」との 

                     感想をいただいた。 

-12-



令和 7 年度 第 2 回恵庭市農福連携収穫体験会 概要報告書 

 

日 時：令和 7 年 9 月 30 日（火）10：00～11:20 

会 場：道央農業振興公社 圃場 

参加者：就労支援事業所恵庭 (施設長 1 名) 

 

 

1. 道央農業振興公社担当者より、 

近郊の農業を取り巻く状況及び農福連携に関する活動等について説明。 

 道央農業振興公社では、新規就農対策として、公社新規就農研修を実施しており、  

 農地や販売ルートを探す支援等、幅広く就農に向けた準備を行っている。 

 また、農福連携の取組状況を共有した。 

 

２．圃場見学 

【ビニールハウス・管理システムハウスの見学】 

 年間を通じた作付時期や順番、作業内容等の説明を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．総括 

 事業所の利用者の体験会参加に先行して、施設長さんに参加いただいた。 

時期的にも収穫体験は叶わなかったが、今後本格的に農福連携を取り入れたいとの状

況で、作業所内で可能な農福連携の活動方法等理解を深める機会となった。 

収穫体験会は暑い時期とも重なるため、今回のようにまず職員の方に、農福連携を知

ってもらう取組みとしても有用と思われる。 
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令和７年度 恵庭市農福連携研修会 結果概要 

          日時：令和 7 年 12 月 8 日（水）１4：００～１５：３０           

  会場：市民会館 大会議室  

 

１． 挨拶 恵庭市保健福祉部障がい福祉課長 佐藤 和彦 

 

２． 研修  

テーマ「障がい者と農業について～農福連携の取り組み～」 

 

   【実践報告】 

当 事 者  

 就労継続支援 A 型事業所「楽楽物語」所属の実践者 ２名 

【基調講演】 

  ホクレン農業協同組合連合会 農業総合研究所 作物生産研究部 

   課長 中村 匡晴 氏 

 

3． 質疑応答 (実践報告) 

 

① 質問：複数の請負作業がある場合、利用者の意見を反映して決めるのか。 

→回答：開始前のアセスメントと実際に開始してから、本人に聞き取りしている。 

 時間をかけてゆっくり指導しながら、就労している。 

 

② 質問：熱中症対策について 

 回答：ホクレン長沼研究農場では、随時休憩や水分補給が可能。缶詰工場等常時

ラインが稼働しているところは自由に休めないため、ラベル交換等機械の調整の

合間に涼んでいた。 

 

４． 閉会  

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

   

研修の様子 

実践報告 基調講演 
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農福連携取組状況調査　集計表

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

取組事業所数 4事業所 6事業所 5事業所 　5事業所 4事業所 4事業所 4事業所 8事業所 9事業所

参加のべ人数 987人 3,407人 4,546人 5,078人 3,248人 2,506人 2,516人 5,341人 3,576人※

参加実人数 100人 73人 76人 55人 54人 53人 50人 60人※

賃金総額 1,156,215円 7,253,651円 6,201,586円 5,976,972円 3,232,987円 2,475,963円 2,927,218円 9,026,747円 8,646,965円※

※集計中のため8事業所の計
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・3月18日
石狩振興局地区専任手話通訳者連絡会議⑥
（江別）

・11月19日
石狩振興局地区専任手話通訳者連絡会議④
（札幌）

・12月16日
消防職員向け救急要請対応手話講習

・1月21日
石狩振興局地区専任手話通訳者連絡会議⑤
（北広島）

10月16日・17日
全道ろうあ者相談員・専任手話通訳者研修会

月
手話に対する理解の促進

及び手話の普及
（条例第７条第１項第１号）

４月

・9月17日
石狩振興局地区専任手話通訳者連絡会議③
（石狩）

令和7年度　恵庭市手話言語条例による施策を推進するための具体的取組　年間スケジュール

２月

５月

６月

７月

８月

９月

手話による意思の疎通及び
情報の取得をしやすい環境づくり

（条例第７条第１項第２号）

・5月28 日
石狩振興局地区専任手話通訳者連絡会議①
（恵庭市）
・5月12日千歳聴力障害者協会との懇談会

・7月16日
石狩振興局地区専任手話通訳者連絡会議②
（千歳）

手話通訳者の確保、養成等
（条例第７条第１項第３号）

・専任手話通訳者の設置（通年）
・4月25日手話通訳者要約筆記者合同会議①

・7月24日
手話通訳者連絡会議②
要約筆記者連絡会議②
登録者研修会①

３月

・7月5日
心身障がい者交流事業
(ともにわ)における手話体験

・9月23日　手話言語の国際デー
広報紙等を利用した啓発活動
・9月6日　えにわん産業祭
における手話体験

・1月30日
恵庭市地域自立支援協議会
地域つながり障がい理解促進部会
にて把握・評価を実施

・「恵庭市手話言語条例」制定に伴う
　職員アンケートの実施

１０月

１１月

１２月

１月

2月6日
手話通訳者連絡会議③
要約筆記者連絡会議③
登録者研修会➁
手話奉仕員養成講師研修会受講者に対する助成

手話通訳者養成講座受講者に対する助成
登録手話通訳者推薦審査

頚
肩
腕
健
診
の
受
診
機
会
の
提
供

出
前
講
座（

学
校
向
け
）
の
実
施

随
時

出
前
講
座
（

一
般
向
け
）
の
実
施

随
時

パ
ン
フ
レ
ッ
ト（
「
花
の
ふ
る
さ
と
手
話
う
た
版
」
を
含
む
）
を
活
用
し
た
啓
発
活
動
の
実
施

随
時
施

随
時

手
話
通
訳
者
の
派
遣
事
業
の
実
施

随
時

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座（

中
級
講
座
）
の
実
施

市
職
員
向
け
手
話
講
座
の
実
施

-18-



令和 2～7 年度恵庭市手話言語条例（令和元年 10 月 10 日制定）による 

施策の推進するための具体的取り組み(実績報告) 

 

１．手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めます（条例第 7 条第 1 項第 1 号） 

 

２．手話による意思疎通及び情報の取得をしやすい環境づくりを図ります（条例第 7 条第 1 項第 2 号） 

 

事業名 R2 R3 R4 R5 R6 R7  備考 
広 報 誌 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、
facebook 等を活用した啓発活
動の実施 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 

9 月 23 日の手話言語国際デーに合わせて
広報 9 月号・facebook に記事を掲載、窓口
にブルーライト設置 

パンフレット等を活用した啓
発活動の実施 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 
出前講座、イベント（9 月 6 日えにわん産
業祭）で配布 

全市民向けイベントの実施 実施  －  － 実施 実施 実施 
※R7、発達障がい、R6 発達障がい、 
R５聴力障がい 

学校教育における手話への理
解の促進に対する取り組み 

3 3 4 10  9  7 
出前講座実施件数 
※R7 は R7.12 末現在 

企業・一般向け手話出前講座の
実施 

0 0 4 6  8  3 
出前講座実施件数 
※R7 は R7.12 末現在 

事業名 R2 R3 R4 R5 R6 R7 備考 
手話通訳者の派遣事業の実施 97 108 144 63 52 45 派遣件数 ※R7 は R7.12 末現在  
意思疎通支援広域派遣事業にお
ける北海道との連携 

1 0 3 0 0 0 連携件数 

市職員向け手話講習会の実施 94 79 176 148 111 393 受講者実人数 ※R7 は R7.12 末現在 
職員向け救急要請対応手話講習
会の実施 

47 53 34 55 37 22 受講者実人数 

事業名 R2 R3 R4 R5 R6 R7 備考 
専任手話通訳者の設置 実施 実施 実施 実施 実施 実施 1 名設置※R6 は 10 月から 

手話奉仕員養成講座の実施  －  － 
実施 

(初級) 

実施 

(中級) 

実施 

(初級) 

実施 

(中級) 

R2、R3 新型コロナ感染拡大のため中止、 
代替事業「手話体験会」実施 

登録手話通訳者推薦審査の
実施 

 - 実施 － 

 

実施 

 

－ － R3 および R5 に１名受験し合格 

登録手話通訳者研修の実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施  
登録意思疎通支援者頚肩腕
健診の受診機会の提供 

実施 実施 実施 実施 実施 実施 R4 要約筆記者にも対象拡大 

手話通訳者養成講座受講者
に対する助成 

－ 1 1 1 － － 助成件数  

手話奉仕員養成講師研修会
受講者に対する助成 

実施  － 実施  －  実施 
 実

施 
R3 に 1 名受講し、参加費無料のため助成なし 

３. 手話通訳者の確保、養成等に努めます(条例第７条第１項第３号) 
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・4月2日
世界自閉症啓発デー（広報誌・ポスター掲示による啓発）

・4月2～8日
発達障害啓発週間（広報誌・ポスター掲示による啓発）

・12月3～9日
障害者週間（広報誌・ポスター掲示による啓発）

障がい理解促進講演会

１月

令和7年度　差別解消法及び障がい理解の普及事業　年間スケジュール

２月

５月

６月

７月

８月

９月

障がい理解の普及月 差別解消法の普及

４月

・6月18日
差別解消法新人職員研修

・5月27日
自立支援協議会差別解消支援地域協議会

３月
差別解消新任管理職研修

１０月

１１月

１２月

（

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
配
布
（
随
時
）

自
立
支
援
協
議
会
理
解
促
進
部
会

協
議

（

差
別
に
関
す
る
相
談
等
の
情
報
の
共
有
（
随
時）
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令和７年度 恵庭市理解促進講演会 結果概要 

             

日時：令和７年 10 月２３日（木）１８：３０～２０：３０ 

会場：恵庭市市民会館 大会議室 

※出席者 ６９名 

 

１． 開会  

 

２． 挨拶  恵庭市保健福祉部障がい福祉課長 佐藤 和彦 

 

３． テーマ 「加藤潔先生から学ぶ 発達障がいの支援 

～強度行動障がいがあっても～」 

 

講師  加藤 潔氏 

（社会福祉法人はるにれの里 理事長） 

 

４． 閉会   

 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

講演会様子 
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行

障がい福祉サービ

ス等事業所, 41

その他, 9

回答なし, 12

医療機

関など, 1

住民・町内会な

ど, 3
当事者家族など, 2

行政関係, 2
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「恵庭市障がい者相談支援事業（障がい者相談支援センター）」の 

令和８年度からの運営について 

 

１． 経緯 

本事業は令和７年１０月１５日（水）の審査会と再公募による同年１２月１５日の審

査会において受託予定者なしとなりました。 

２． 本事業の目的 

障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な

情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うととも

に、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他障がい者等の権

利擁護のための必要な援助を行うことが目的です。 

３． 根拠 

障害者総合支援法第 77 条第 1 項に基づき、市町村が実施する地域生活支援事業の必

須事業として位置づけられています。 

４． 事業内容 

    恵庭市障がい者相談支援事業仕様書にある以下の事業。 

① 相談支援事業 

② 就労相談・就労支援事業 

③ 障がい者虐待防止センター事業 

５． 運営方法 

市直営による事業実施とします。 

６． 運営内容 

① 組織体制 ２．５人工 

・障がい者相談支援センター担当主査１人工  

・障がい者相談支援センター担当正職員（保健師）０．５人工 

・フルタイム会計年度任用職員（社会福祉士等）１人工 

② 設置場所 

 本庁舎２階障がい福祉課。 

③ 設置期間 

令和８年４月１日から複数年を予定。 

④ 予算 

 ５５６千円（報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料） 

７． その他 

恵庭市基幹相談支援センターと連携して業務を行う。 
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障がい者相談支援事業による「恵庭市基幹相談支援センター」の 

設置について 

 

 

１． 「恵庭市基幹相談支援センター」設置について 

本市では恵庭市障がい者総合相談支援センターにおいて、相談支援機能強化事業と

して総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化の実施体制を継

続してきましたが、障害者総合支援法の改正により令和６年４月１日から「基幹相談支

援センター」の設置が市町村の努力義務となったことから、既存の障がい者総合相談支

援センターを分割し、新たに「基幹相談支援センター」を設置します。 

 

２． 基幹相談支援センターの役割 

  基幹相談支援センターは、障害福祉分野に関わる地域における相談支援の中核的な

役割を担う機関として、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及びその早期

発見のための関係機関との連絡調整、障がい者の虐待の防止等の援助、権利擁護のため

に必要な援助を行うとともに、関係機関のネットワークづくり及び地域づくりの役割

を担います。 

 

３． 設置方法 

現在、令和７年度末までを期間として社会福法人恵庭光風会と委託契約を締結して

いる「恵庭市障がい者相談支援事業委託業務」の仕様書を別表のとおり変更し、契約変

更を行うことで設置します。なお、変更に伴う業務、人員、契約金額の変更はありませ

ん。 

 

４． 設置日 

令和７年１１月１日 

 

５． その他 

恵庭市基幹相談支援センター事業実施要綱を策定し、必要な事項を定めて、設置の届

出等を行います。また、福祉事業者や障がい者団体で構成している恵庭市障がい者地域

自立支援協議会を通じて周知を行います。 
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別表 

 

変 更 前 → 変  更  後 

１.名称・機能 

障がい者総合相談支援センター → 障がい者総合相談支援センター 基幹相談支援センター 

２．業務 

◎障がい者相談支援事業 

①福祉サービスの情報提供等 

→ 

①福祉サービスの情報提供等  

②各種支援施策に関する助言指導 ②各種支援施策に関する助言指導  

③社会生活力を高めるための支援 ③社会生活力を高めるための支援  

④ピアカウンセリング ④ピアカウンセリング  

⑤権利擁護のために必要な援助 ⑤権利擁護のために必要な援助  

⑥専門機関の紹介 ⑥専門機関の紹介  

◎相談支援機能強化事業 

⑦相談支援事業者の指導助言 

→ 

 ⑦相談支援事業者の指導助言 

⑧相談支援事業者の人材育成支援  ⑧相談支援事業者の人材育成支援 

⑨自立支援協議会及び同部会の運営  ⑨自立支援協議会及び同部会の運営 

⑩学校や企業等の情報収集等  ⑩学校や企業等の情報収集等 

⑪住宅入居等支援事業  ⑪住宅入居等支援事業 

◎就労相談・就労支援事業 → 就労相談・就労支援事業  

◎虐待防止センター → 虐待防止センター  

３．人員体制 

センター長１人区 
→ 

センター長１人区 

５人区 ２人区 ３人区 
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